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第 ４ 回 臨 時 会 議

１１月７日に開催された２０２２（令和４）年第４回臨時会議に提出された報告・議案等の議決結果は、次のとおりです。

番号 件　　　　　　　　　　名 結果

報告
21

損害賠償の額の決定及び和解について
　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分事項の指定により専決処分したため、同条第２項の規定により報告するもの。
　林道上において発生した落石による車両破損事故１件についての損害賠償及び和解。

－

議案
63

２０２２（令和４）年度一般会計補正予算（第８号）
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行う、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事
業及びマイナンバーカード普及促進事業に係る予算計上。

可決

議
案
第
63
号

２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
三
好
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
８
号
）

【
子
育
て
世
帯
食
料
品
等
価
格
高
騰

　

対
策
生
活
支
援
臨
時
給
付
金
事
業
】

Q  

国
の
事
業
を
受
け
て
、
物
価
高
騰

に
よ
る
負
担
軽
減
の
た
め
子
育
て
世
帯

に
対
し
て
３
万
円
を
給
付
す
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
県
内
の
他
の
自
治
体
で
も

同
様
の
事
業
を
実
施
す
る
の
か
。

A  
こ
の
事
業
は
三
好
市
独
自
で
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。
電
力
・
ガ
ス
・
食

料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
地
方
交
付

金
が
国
で
創
設
さ
れ
、
そ
の
メ
ニ
ュ
ー

の
一
つ
で
あ
る
生
活
者
支
援
と
し
て
、

小
中
学
生
を
持
つ
親
の
物
価
高
騰
に
よ

る
負
担
の
軽
減
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　

普
及
促
進
事
業
】

Q  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
連
し
て
令
和

６
年
の
健
康
保
険
証
の
原
則
廃
止
を
目

指
す
と
い
う
こ
と
で
、
15
歳
以
下
の
方

と
成
年
被
後
見
人
に
つ
い
て
は
法
定
代

理
人
が
必
要
と
な
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
取
得
手
続
き
は
ど
う
対
応
を
考
え

て
い
る
か
。

A  

法
定
代
理
人
と
し
て
の
資
格
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
の
上
、
手
続
き
い

た
だ
い
て
い
る
。

Q  

ま
だ
決
定
し
て
は
い
な
い
が
、
保

険
証
が
完
全
に
無
く
な
る
前
提
で
は
、

マ
イ
ナ
保
険
証
が
必
要
と
な
る
。
そ
の

場
合
、
全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

取
得
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
で
良
い

か
。

A  

こ
の
ま
ま
紙
の
保
険
証
の
廃
止
と

な
れ
ば
す
べ
て
の
方
の
取
得
が
必
要
と

な
る
。
今
は
国
の
動
向
を
見
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

Q  

生
活
保
護
の
方
は
国
保
等
の
被
保

険
者
に
は
な
れ
な
い
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
取
得
す
れ
ば
マ
イ
ナ
保
険

証
も
利
用
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
う
考
え
る
か
。

A  

現
在
、
国
の
方
で
法
律
等
を
整
備

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
考
え
方
と

し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
保
険
証

と
同
等
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
窓
口
で
の
電

子
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
相
手
先
の
保

険
証
と
し
て
の
機
能
に
接
続
す
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
生
活
保
護
の
方

も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
で
き

る
が
、
保
険
証
と
し
て
の
機
能
は
利
用

し
な
い
形
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

Q  

前
回
８
月
に
補
正
予
算
を
置
き
、

11
月
末
ま
で
の
事
業
で
あ
っ
た
と
思
う

が
、
国
の
期
限
延
長
に
よ
り
12
月
末
ま

で
に
な
っ
た
※
と
い
う
こ
と
で
予
算
が

出
て
い
る
。
現
在
の
進
捗
は
。
ま
た
、

繰
り
返
し
推
進
を
さ
れ
る
と
半
ば
強
制

を
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
受
け
止
め
を
し

て
し
ま
う
が
、
カ
ー
ド
の
作
成
は
現
時

点
で
も
任
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
間

違
い
な
い
か
。

A  

10
月
30
日
現
在
で
申
請
数
が

１
万
４
６
４
３
件
（
申
請
率
60
・
７
％
）

で
あ
り
１
か
月
で
８
６
７
件
の
増
。
交

付
数
は
１
万
１
３
４
８
件
（
交
付
率
47

％
）
で
あ
り
、
１
か
月
で
８
４
９
件
の

増
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
申
請
は

任
意
で
あ
る
。

※
そ
の
後
さ
ら
に
２
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

１１月３０日に開催された２０２２（令和４）年第５回臨時会議に提出された報告・議案等の議決結果は、次のとおりです。

番号 件　　　　　　　　　　名 結果

報告
22

損害賠償の額の決定及び和解について
　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分事項の指定により専決処分したため、同条第２項の規定により報告するもの。
　林道上において発生した落石による車両破損事故１件についての損害賠償及び和解。

－

議案
64

三好市議会議員の議員報酬等に関する条例及び三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
について 可決

議案
65

三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案
66

２０２２（令和４）年度三好市一般会計補正予算（第９号） 可決

議案
67

２０２２（令和４）年度三好市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 可決

第 ５ 回 臨 時 会 議
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２０２２（令和４）年１２月定例会議に提出された報告・議案等の議決結果は、次のとおりです。

番号 件　　　　　　　　　　名
本会議

結果

常任委員会

付託 結果

議案
68

三好市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について
　地方公務員法の一部改正に伴い、定年延長に係る措置について年齢を段階的に引き上げ６５歳とする規定など、本市職
員の定年等における関係条例の規定を定めるため本条例を改正するもの。

可決
総務
企画

可決

議案
69

三好市多目的集会施設条例の一部を改正する条例について
　大歩危農産加工場を用途廃止するため、本条例から同施設を削除するもの。

可決
産業
建設

可決

議案
70

指定管理者の指定について（三好林業総合センター）
　２０２３（令和５）年４月１日から２０２８年３月３１日までの５年間、「三好西部森林組合」に管理運営を行わせるため指定
をするもの。

可決
産業
建設

可決

議案
71

指定管理者の指定について（祖谷渓温泉秘境の湯及び祖谷秘境の湯保養センター）
　２０２３（令和５）年４月１日から２０２４年３月３１日までの１年間、「（株）ウエルネスサプライ」に管理運営を行わせるた
め指定をするもの。

可決
産業
建設

可決

議案
72

建物の無償譲渡について（大歩危農産加工場）
　大歩危農産加工場を上名影自治会に無償で譲渡するため、地方自治法第９６条の規定により議会の議決を求めるもの。

可決
産業
建設

可決

議案
73

２０２２（令和４）年度三好市一般会計補正予算（第１０号） 可決 ３常任 可決

議案
74

２０２２（令和４）年度三好市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決
文教
厚生

可決

議案
75

２０２２（令和４）年度三好市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 可決
産業
建設

可決

議案
76

２０２２（令和４）年度三好市浄化槽事業特別会計補正予算（第１号） 可決
文教
厚生

可決

議案
77

２０２２（令和４）年度三好市水道事業会計補正予算（第１号） 可決
産業
建設

可決

陳情
４

市民の駐車場廃止・倉庫解体の中止を求める陳情書 不採択
産業
建設

不採択

陳情
5

家族従業者の働き分を認めない所得税法第５６条の廃止を求める陳情 採択
総務
企画

採択

報告
23

みよし広域連合規約の変更について
　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分事項の指定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告
するもの。
　三好地区広域振興基金の設置及びその管理運営に関する事務を、令和５年４月１日より廃止する改正についての報告。

－

議案
78

令和４年度　諏訪公園改修工事（土木）の請負契約について
　１２月２日に開札を行った工事請負契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議決を求めるもの。

可決

議案
79

２０２２（令和４）年度一般会計補正予算（第１１号）
　妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援
を充実し、経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援事業等に係る予算を計上するもの。

可決

発議
4

所得税法第５６条の廃止を求める意見書の提出について 可決

追 加 議 案

１ ２ 月 定 例 会 議
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代 表 質 問

Q  
消
滅
の
危
機
に
あ
る
集
落
支
援
を

ど
う
す
る
の
か
。

A  
高
齢
者
の
孤
独
、
孤
立
対
策
実
証

事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
防
止
対
策

や
、
買
物
困
難
を
解
消
す
る
シ
ス
テ
ム

構
築
事
業
に
つ
な
げ
た
い
。

Q  

集
落
機
能
維
持
が
困
難
な
状
況
が

迫
っ
て
い
る
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30

年
）
６
月
議
会
で
、
市
内
４
４
２
集
落

の
う
ち
、
限
界
集
落
と
準
限
界
集
落
を

合
計
す
る
と
３
７
７
集
落
、
率
は
85
・

３
％
。
こ
の
う
ち
88
集
落
が
10
世
帯
以

下
と
答
え
た
が
、
今
日
ど
の
よ
う
に
変

化
を
し
て
い
る
か
。

A  

令
和
４
年
３
月
31
日
現
在
、
市
の

集
落
数
は
４
３
９
集
落
で
３
つ
の
集
落

が
消
滅
し
、
う
ち
、
限
界
集
落
は
２
６

０
集
落
、
率
は
59
・
23
％
、
準
限
界
集

落
は
１
３
１
集
落
、
率
は
29
・
84
％
と

な
っ
て
お
り
、
３
９
１
集
落
、
率
に
し

て
89
・
07
％
が
限
界
集
落
か
準
限
界
集

●
限
界
集
落
対
策
に
つ
い
て 青空の会　平 田 政 廣

落
と
な
り
、
こ
の
う
ち
98
集
落
が
10
世

帯
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

【
提
言
】

　

10
世
帯
以
下
の
集
落
は
自
助
・
共
助

の
限
界
を
超
え
て
公
助
し
か
残
っ
て
な

い
。
新
年
度
に
さ
ら
な
る
取
組
の
強
化

を
お
願
い
す
る
。

●
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
宣
言
の

具
体
化
に
つ
い
て

Q  

昨
年
12
月
議
会
の
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

シ
テ
ィ
宣
言
後
の
検
討
内
容
は
。

A  

三
好
市
環
境
基
本
計
画
の
年
度
中

策
定
に
向
け
検
討
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
排
出
対
策
と
し
て
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
検
討
を
進
め
、
民
間
レ
ベ
ル
の
脱

炭
素
の
取
組
を
支
援
し
、
先
行
地
域
指

定
の
取
組
も
進
め
て
い
る
。

Q  

吸
収
源
対
策
が
重
要
な
課
題
と
考

え
ら
れ
る
。
対
策
の
主
な
も
の
は
森
林

整
備
に
な
る
が
、
市
の
考
え
は
。

A  

本
年
度
よ
り
、
森
林
経
営
管
理
制

度
実
施
計
画
で
生
活
保
全
林
の
優
先
度

が
高
か
っ
た
地
区
よ
り
、
森
林
経
営
に

関
す
る
意
向
調
査
を
行
い
、
森
林
整
備

の
促
進
に
つ
な
げ
て
い
く
。
集
落
内
の

支
障
木
や
放
置
竹
林
の
解
消
を
支
援
す

る
里
山
森
林
整
備
支
援
事
業
を
実
施

し
、
造
林
支
援
と
し
て
循
環
型
林
業
支

援
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

Q  

森
林
整
備
の
為
に
森
林
環
境
譲
与

税
の
配
分
額
が
県
内
２
番
目
で
執
行
率

は
県
内
ワ
ー
ス
ト
２
に
な
っ
て
い
る
。

里
山
森
林
整
備
の
状
況
は
。

A  

２
０
２
０
年
度
１
件
、
２
０
２
１

年
度
１
件
、
今
年
度
が
６
件
で
あ
る
。

森
林
に
関
わ
る
組
織
を
今
年
度
中
に
立

ち
上
げ
、
当
初
予
算
に
あ
る
程
度
の
形

を
報
告
し
た
い
。

●
船
井
電
機
跡
地
の
利
活
用
計

画
の
検
討
状
況
に
つ
い
て

Q  

公
民
館
、
図
書
館
、
大
災
害
時
に

対
応
で
き
る
多
目
的
施
設
整
備
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
。

A  

令
和
５
年
度
の
早
い
時
期
に
庁
内

検
討
会
議
を
設
け
、
基
本
構
想
と
し
て

施
設
整
備
方
針
を
定
め
、
具
体
的
な
施

設
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

【
提
言
】

　

施
設
は
建
設
後
30
年
、
40
年
利
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
の
維
持

費
の
確
保
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
施
設

整
備
を
す
る
の
は
、
今
の
世
代
が
整
備

し
後
の
維
持
費
は
、
次
の
世
代
が
担
う

こ
と
に
な
る
。
２
０
２
０
年
の
現
役
世

代
は
46
％
、
２
０
６
０
年
に
は
38
％
台

と
な
る
、
負
担
を
負
う
人
口
が
減
少
す

る
こ
と
を
考
慮
し
、
慎
重
に
検
討
し
計

画
を
練
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

※
代
表
質
問
に
つ
い
て

　

三
好
市
議
会
の
代
表
質
問
は
、
議

会
運
営
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
り
、
５

名
以
上
の
会
派
の
み
、
12
月
及
び
２

月
定
例
会
に
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。



◦ 5

Q  
三
野
病
院
に
お
け
る
経
営
強
化
プ
ラ

ン
の
策
定
は

A  
関
係
部
署
と
検
討
体
制
を
作
り

２
０
２
３
年
度
で
策
定

Q 

公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
の
策

定
に
向
け
た
基
本
姿
勢
、
検
討
体
制
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
問
う
。

A 

県
西
部
地
域
の
リ
ウ
マ
チ
膠
原
病

診
療
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
の
リ
ハ
ビ

リ
診
療
が
基
本
姿
勢
。
病
院
、財
政
課
、

保
健
医
務
課
と
検
討
体
制
を
作
り
、
２

０
２
３
年
度
で
策
定
す
る
。

Q 

徳
島
県
西
部
地
域
医
療
構
想
調
整

会
議
に
お
け
る
県
西
部
地
域
の
医
療
提

供
体
制
の
議
論
状
況
は
。

A 

高
度
急
性
期
、
急
性
期
、
回
復
期
、

慢
性
期
へ
の
病
床
分
化
と
２
０
２
５
年

度
の
必
要
病
床
数
等
に
つ
い
て
議
論
を

重
ね
て
い
る
。

Q 

今
後
の
診
療
所
機
能
の
在
り
方
に

つ
い
て
問
う
。

A 

市
内
に
４
つ
の
医
科
診
療
所
と
歯

科
診
療
所
を
運
営
。
市
民
の
生
命
と
健

康
を
守
る
た
め
に
努
力
を
重
ね
る
。

Q 

医
師
、
看
護
師
な
ど
の
処
遇
改
善

へ
の
対
応
は
。

A 

コ
ロ
ナ
患
者
対
応
等
に
特
殊
勤
務

手
当
で
対
応
し
て
い
る
。

Q 

病
院
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
は
Ｖ
Ｐ

Ｎ
装
置
の
脆
弱
性
を
つ
か
れ
る
ケ
ー
ス

が
主
。
三
野
病
院
の
シ
ス
テ
ム
環
境
は
。

A 

修
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
ア
ッ
プ
デ

ー
ト
対
応
を
遅
れ
る
こ
と
な
く
行
な
っ

て
い
る
。

Q 

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
使
用
環

境
は
。
ま
た
更
新
時
期
等
は
。

A 

サ
ポ
ー
ト
終
了
等
の
Ｏ
Ｓ
や
シ
ス

テ
ム
は
な
い
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
最
優

先
で
対
応
し
て
い
る
。
２
０
２
５
年
度

の
更
新
を
予
定
し
て
い
る
。

Q 
電
子
カ
ル
テ
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
状
況
は
。

A 

半
田
病
院
の
事
件
以
降
、
自
動
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
と
は
別
に
、
オ
フ
ラ
イ
ン

で
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
行
っ
て
い
る
。

Q 

三
野
病
院
に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続

計
画
）
は
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

A 

災
害
医
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
直
し
、

２
０
２
２
年
に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
し
て
策
定
し

た
。

Q 

子
ど
も
の
国
保
税
均
等
割
18
歳
ま

で
の
減
免
を
、
国
保
法
77
条
を
活
用
し

て
加
西
市
の
よ
う
に
す
べ
き
で
な
い
か
。

A 

18
歳
ま
で
の
減
免
を
す
る
に
は
年

間
３
０
７
万
円
が
必
要
で
あ
る
。
令
和

３
年
度
決
算
で
国
保
繰
越
金
が
５
億
７

千
万
円
、
基
金
が
１
億
６
千
万
円
あ
る

が
、
現
在
の
決
算
状
況
で
は
、
今
後
毎

年
１
億
円
を
要
す
る
た
め
、
今
後
５
年

間
で
繰
越
金
は
無
く
な
る
予
測
と
な
る

た
め
、
軽
減
は
難
し
い
。

Q 

会
計
年
度
任
用
職
員
分
限
免
職
の

件
、
市
長
は
公
平
委
員
会
決
定
を
受
け

て
早
く
謝
罪
し
和
解
し
て
は
ど
う
か
。

A 

謝
罪
す
る
と
事
因
と
し
て
法
廷
要

件
を
満
た
す
と
判
断
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。
丁
寧
に
対
応
し
た
い
。

Q 

土
木
入
札
方
針
で
設
計
額
２
０
０

万
円
未
満
の
入
札
資
格
に
Ａ
ラ
ン
ク
業

者
を
含
め
る
変
更
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

A 

今
年
度
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
の

比
較
で
計
11
業
者
が
減
り
、
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
ラ
ン
ク
業
者
は
39
か
ら
33
事
業
者
に

減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
元
年
か

ら
令
和
３
年
度
の
２
０
０
万
円
未
満
工

事
の
入
札
不
調
率
が
22
％
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
競
争
入
札
維
持
の
た
め

改
正
を
行
っ
た
。

Q 

井
川
や
三
野
の
生
活
道
路
の
舗
装

予
算
を
増
や
し
て
ほ
し
い
が
、
如
何
か
。

A 

現
状
、
井
川
の
市
道
等
維
持
補
修

費
は
約
１
４
２
０
万
円
に
な
っ
て
い

る
。
適
宜
、
緊
急
性
や
必
要
性
、
あ
る

い
は
優
先
順
位
を
考
慮
し
て
、
安
全
・

安
心
な
住
環
境
に
向
け
、
効
果
的
な
修

繕
や
整
備
を
行
っ
て
い
く
。

竹内義了
（青空の会）

美浪盛晴
（日本共産党）

一 般 質 問

Q  

子
ど
も
の
国
保
税
均
等
割
り
は
18

歳
ま
で
減
免
を

A  

18
歳
ま
で
の
減
免
は
年
間
３
０
７

万
円
必
要
、
軽
減
は
難
し
い

　舗装が悪い市道。
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一 般 質 問

Q  

県
立
三
好
病
院
で
の
分
娩
再
開
の

展
望
は

A  
今
後
も
引
き
続
き
、
県
立
三
好
病

院
で
の
分
娩
再
開
を
要
望
す
る

Q 

第
２
期
三
好
市
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
に
基
づ
き
取
組
ん
で
い

る
妊
産
婦
、
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
状
況

は
。

A 

県
立
三
好
病
院
の
分
娩
休
止
を
受

け
て
以
降
、
安
心
し
て
子
供
を
産
み
育

て
る
環
境
づ
く
り
と
し
て
、
健
康
づ
く

り
課
に
助
産
師
を
配
置
し
、
妊
娠
期
か

ら
電
話
や
訪
問
に
よ
る
相
談
支
援
に
よ

り
妊
娠
期
か
ら
の
信
頼
関
係
の
構
築
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
妊
娠
届
出
時
の
ア

ン
ケ
ー
ト
や
面
談
を
行
う
な
ど
、
安
心

し
て
妊
娠
、
出
産
、
育
児
期
を
過
ご
せ

る
よ
う
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
医
療
機

関
に
つ
な
ぐ
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い

る
。

Q 

県
立
三
好
病
院
の
分
娩
再
開
に
つ

い
て
の
展
望
は
。

A 

今
後
も
引
き
続
き
、
県
立
三
好
病

院
で
の
分
娩
再
開
を
要
望
す
る
と
と
も

に
、
三
好
病
院
及
び
関
連
す
る
医
療
機

関
や
他
市
町
村
の
助
産
師
・
保
健
師
等

と
情
報
連
携
を
図
り
、
母
子
保
健
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
包
括
的
、
継
続
的
に
妊

産
婦
を
支
え
て
い
く
よ
う
努
め
る
。

【
提
言
】

　

妊
婦
健
診
の
妊
婦
歯
科
健
康
診
査
の

必
要
性
と
、
妊
産
婦
へ
の
タ
ク
シ
ー
補

助
事
業
で
通
院
の
補
助
を
提
言
す
る
。

Q 

三
好
病
院
夜
間
小
児
救
急
に
関
わ

る
初
診
時
選
定
療
養
費
支
援
給
付
金
支

給
事
業
に
つ
い
て
伺
う
。

A 

県
立
三
好
病
院
に
お
い
て
、
休
日

及
び
夜
間
の
小
児
救
急
で
の
紹
介
状
な

し
で
の
初
診
に
は
、
初
診
時
選
定
療
養

費
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
負
担
金

は
、
令
和
４
年
10
月
１
日
よ
り
、
５
５

０
０
円
か
ら
７
７
０
０
円
に
改
定
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
県
で
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
対
し
て
費

用
の
一
部
を
支
援
す
る
独
自
の
事
業
を

創
設
。
支
援
す
る
額
は
１
回
当
た
り
、

変
更
さ
れ
た
差
額
に
当
た
る
２
２
０
０

円
で
あ
る
。

Q 

支
援
給
付
金
支
給
事
業
の
対
象
者

の
要
件
は
。

A 

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
、
子
育

て
世
帯
支
援
特
別
給
付
金
受
給
世
帯
、

申
請
者
が
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
い
ず

れ
か
の
要
件
を
満
た
す
、
は
ぐ
く
み
医

療
対
象
の
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
方

で
、
申
請
は
、
三
好
病
院
の
窓
口
へ
持

参
又
は
郵
送
で
の
手
続
き
と
な
る
。

　

そ
の
他
申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
詳

し
く
は
、
市
役
所
・
保
険
医
務
課
ま
で

問
合
せ
い
た
だ
き
た
い

田村俊哉
（至誠三好）

Q  

地
籍
調
査
後
の
登
記
事
務
に
つ
い

て
法
改
正
へ
の
対
応
は

A  

可
能
な
限
り
分
筆
と
所
有
権
移
転

登
記
を
し
て
い
く

Q 

全
国
的
な
問
題
で
も
あ
る
が
、
市

管
理
の
市
道
・
農
林
道
に
お
い
て
も
所

有
者
や
地
目
の
変
更
が
で
き
て
い
な
い

箇
所
が
あ
る
。
今
後
の
対
応
は
。

A 

地
元
の
要
望
で
地
権
者
か
ら
関
係

用
地
を
寄
付
し
て
も
ら
い
、
公
図
を
修

正
せ
ず
に
施
工
し
た
も
の
が
多
数
を
占

め
る
。
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
が
で

き
る
よ
う
努
め
、
地
籍
調
査
が
終
わ
っ

た
地
区
の
道
路
用
地
で
は
、
可
能
な
限

り
分
筆
と
所
有
権
移
転
登
記
を
し
て
い

く
。

Q 

令
和
３
年
民
法
・
不
動
産
登
記
法

の
改
正
に
よ
り
、
所
有
者
不
明
土
地
の

解
消
に
向
け
て
、
不
動
産
に
関
す
る
ル

ー
ル
が
大
き
く
変
わ
る
が
、
改
正
点
の

概
要
は
。

A 

不
動
産
登
記
制
度
に
つ
い
て
の
見

直
し
に
つ
い
て
、
ま
ず
当
義
務
化
の
施

行
は
、
相
続
登
記
の
申
請
が
令
和
６
年

４
月
１
日
か
ら
、
住
所
等
の
変
更
登
記

の
申
請
は
令
和
８
年
４
月
ま
で
の
予
定

で
あ
る
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
相
続
登
記
は
、

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
そ
の

所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日

か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
な
理
由

が
な
く
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
10
万

円
以
下
の
過
料
の
適
用
対
象
と
な
る
。

次
に
、
変
更
登
記
に
つ
い
て
は
、
登
記

簿
上
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
住

所
等
を
変
更
し
た
日
か
ら
２
年
以
内
に

住
所
等
の
変
更
登
記
の
申
請
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
な
理
由
が
な
い

の
に
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
５
万
円

以
下
の
過
料
の
適
用
と
な
る
予
定
で
あ

る
。

並岡和久
（やまびこ会）担当部署でも所有権移転の未登記の対応に苦慮している。
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Q  
子
育
て
支
援
の
充
実
策
は

A  
経
済
的
支
援
に
加
え
ソ
フ
ト
面
の
支

援
も
行
う

Q 

政
府
の
総
合
経
済
対
策
に
、
子
育

て
支
援
に
関
し
て
伴
走
型
相
談
支
援
の

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
妊
娠
、
出

産
届
時
に
計
10
万
円
相
当
の
経
済
的
支

援
も
一
体
で
実
施
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
三
好
市
と
し
て
の
具
体
的
な
支
援

策
は
。

A 

伴
走
型
相
談
支
援
と
し
て
、
全
て

の
妊
産
婦
及
び
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
に

対
し
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ

た
り
様
々
な
相
談
に
応
じ
必
要
な
支
援

を
提
供
で
き
る
よ
う
体
制
を
整
え
て
い

る
。

　

経
済
的
支
援
に
つ
い
て
は
、
令
和
４

年
４
月
以
降
に
出
産
さ
れ
た
方
を
対
象

と
し
て
、
妊
娠
届
出
時
及
び
出
生
届
出

時
の
各
時
期
に
５
万
円
相
当
ず
つ
、
計

10
万
円
相
当
を
支
給
す
る
施
策
を
考
え

て
い
る
。

Q 

飲
料
水
供
給
支
援
対
策
に
つ
い
て
、

池
田
町
中
西
高
戸
星
上
水
道
推
進
協
議

会
、
西
祖
谷
山
村
国
見
山
水
道
組
合
か

ら
市
議
会
に
陳
情
書
が
提
出
さ
れ
、
本

会
議
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。
両
団
体
に

対
し
現
在
ま
で
の
対
応
は
。

A 

水
道
事
業
は
人
が
健
康
で
文
化
的

な
生
活
を
営
む
た
め
の
施
設
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
経
済
活
動
を
支
え
る
基

本
設
備
と
し
て
、
そ
の
果
た
す
役
割
は

極
め
て
重
要
も
の
で
あ
る
。
両
団
体
に

対
し
て
は
、
水
道
課
が
現
在
管
理
し
て

い
な
い
給
水
区
域
外
に
つ
い
て
は
、
飲

料
水
施
設
設
置
補
助
金
や
集
落
支
援
包

括
事
業
、
生
活
用
水
確
保
事
業
の
制
度

を
利
用
し
、
飲
料
水
を
確
保
し
て
い
た

だ
く
よ
う
依
頼
し
て
き
た
が
、
今
後
の

予
定
と
し
て
は
、
施
設
の
改
善
案
を
示

し
対
策
を
検
討
し
て
い
く
。

　

な
お
、
西
祖
谷
山
村
国
見
山
水
道
組

合
の
水
源
地
に
つ
い
て
、
建
設
部
と
し

て
現
地
調
査
の
結
果
、
河
床
勾
配
が
急

な
た
め
、
台
風
の
時
期
に
は
土
砂
の
運

搬
力
が
非
常
に
大
き
い
河
川
で
あ
り
、

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に

は
、
生
活
道
路
で
あ
る
県
道
や
、
下
流

に
は
西
祖
谷
中
学
校
、
高
齢
者
施
設
と

い
っ
た
保
全
対
象
施
設
も
多
い
こ
と
か

ら
、
防
災
・
減
災
対
策
の
面
か
ら
も
、

砂
防
関
係
の
施
設
を
整
備
す
る
な
ど
事

前
の
備
え
が
必
要
で
あ
る
。
河
川
砂
防

の
観
点
か
ら
も
水
源
地
を
確
保
す
る
た

め
、
国
・
県
に
対
し
て
し
っ
か
り
要
望

を
行
う
。

古井孝司
（公明党）

一 般 質 問

Q 

中
山
間
地
の
買
物
支
援
策
と
し
て
、

移
動
販
売
車
へ
の
支
援
状
況
は
。 

A 

現
在
、
９
事
業
者
に
車
両
購
入
時

に
１
０
０
万
円
を
上
限
と
し
て
車
両
本

体
価
格
の
３
分
の
１
を
補
助
し
て
い
る
。

Q 

今
後
の
買
物
支
援
策
と
し
て
、
ド

ロ
ー
ン
の
活
用
、
商
店
に
対
し
買
物
商

品
の
配
配
達
距
離
に
応
じ
た
費
用
助
成

制
度
の
創
設
、
地
域
ご
と
の
買
物
車
両

の
運
行
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。 

A 

提
言
い
た
だ
い
た
３
件
に
つ
い
て

検
討
課
題
と
し
て
調
査
・
精
査
し
て
い

き
た
い
。

Q 

市
営
バ
ス
の
運
行
状
況
と
年
間
経

費
に
つ
い
て
伺
う
。 

A 

12
路
線
で
運
行
距
離
が
47
万
２
５

４
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
１
年
間
の
経

費
は
委
託
料
と
し
て
６
９
２
７
万
１
０

０
７
円
で
あ
る
。

Q 
三
野
～
池
田
線
は
東
み
よ
し
町
と

の
合
同
運
行
は
出
来
な
い
の
か
。 

A 
２
０
２
５
年
度
に
東
み
よ
し
町
、

四
国
交
通
と
連
携
し
て
運
行
ル
ー
ト
の

見
直
し
、
運
賃
額
の
決
定
、
乗
降
制
限

廃
止
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。

Q 

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
数
と
狩
猟
免
許

取
得
者
数
お
よ
び
市
が
設
置
し
て
い

る 

檻
の
数
に
つ
い
て
伺
う
。

A 

捕
獲
数
は
、
猿
３
４
７
頭
、
猪
８

２
５
頭
、
鹿
３
２
７
６
頭
。
免
許
取
得

者
数
は
１
６
９
人
で
、
市
が
設
置
し
て

い
る
檻
が
12
、
箱
わ
な
が
25
、
く
く
り

罠
が
約
60
で
あ
る
。

【
提
言
】

　

有
害
鳥
獣
の
な
か
で
も
猿
の
対
策
に

一
番
苦
慮
し
て
い
る
。
現
在
、
設
置
し

て
い
る
檻
の
捕
獲
状
況
を
勘
案
し
、
再

配
置
の
検
討
と
群
れ
の
現
在
地
把
握
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
策
も
立
て
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
、
県
や
近
隣
市
町

村
と
連
携
し
て
対
応
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

Q 

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
見
守
り

活
動
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
伺

う
。

A 

集
落
支
援
員
が
月
１
、
２
回
程
度
、

６
民
間
事
業
者
お
よ
び
地
区
住
協
に
ご

協
力
い
た
だ
い
て
い
る
。

【
提
言
】

　

そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
見
守

り
活
動
が
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
の
充

実
と
と
も
に
、
市
職
員
が
自
治
会
活
動

に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
合
わ
せ
て
お
願
い
す
る
。

金村照一
（青空の会）

Q  

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
見
守
り
活

動
の
状
況
は

A  

集
落
支
援
員
や
民
間
事
業
者
、
地

区
住
協
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
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一 般 質 問

Q  

三
好
市
の
防
災
能
力
の
状
況
は

A  
消
防
団
、
自
主
防
災
と
連
携
し
迅

速
な
救
助
活
動
に
努
め
て
い
る

Q 

大
雪
に
対
し
て
の
対
応
能
力
に
つ

い
て
伺
う
。

A 

過
去
の
雪
害
事
例
等
を
踏
ま
え
、

市
道
な
ど
の
沿
線
に
お
い
て
、
倒
木
の

恐
れ
が
あ
る
樹
木
の
伐
採
を
自
治
会
等

が
行
う
場
合
の
補
助
制
度
を
創
設
し
て

い
る
。
ま
た
、
積
雪
が
あ
っ
た
場
合
、

気
象
情
報
、被
害
状
況
の
確
認
を
行
い
、

孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
道
路
の
通
行
確
保

に
最
大
限
努
め
て
い
く
。

Q 

雪
害
時
の
安
否
確
認
、
救
助
、
物

資
の
配
給
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
地
元
消

防
団
、
各
関
係
機
関
と
連
携
が
取
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

A 

孤
立
集
落
の
住
民
や
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
要
配
慮
者
の
救
助
等
に
つ
い

て
は
、
地
元
消
防
団
や
自
主
防
災
組
織

等
な
ど
と
の
連
携
、
協
力
の
下
、
安
否

確
認
、
物
資
の
供
給
等
、
迅
速
な
救
助

活
動
体
制
を
確
立
。
必
要
に
応
じ
て
自

衛
隊
の
災
害
派
遣
も
含
め
迅
速
に
対
応

し
て
い
く
。

Q 

消
防
団
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
す
す
め
る
の

か
。

A 

自
治
体
の
実
情
に
応
じ
た
対
応
を

尊
重
す
る
と
と
も
に
、
普
通
交
付
税
の

算
定
方
法
の
改
善
や
特
別
地
方
交
付
税

の
さ
ら
な
る
拡
充
な
ど
、
よ
り
一
層
の

地
方
財
政
措
置
の
充
実
を
図
る
よ
う
県

に
お
い
て
強
く
要
請
し
、
特
段
の
措
置

を
講
じ
る
よ
う
徳
島
県
市
長
会
議
に
お

い
て
要
望
し
た
。

Q 

三
好
市
に
と
っ
て
消
防
団
は
ど
ん

な
存
在
で
あ
る
べ
き
か
伺
う
。

A 

消
防
防
災
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

地
域
に
密
着
し
、
防
災
指
導
、
住
民
の

安
心
と
安
全
を
守
る
と
い
う
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
今
後
も
、
消
防
団

の
維
持
強
化
を
し
て
い
く
た
め
、防
災
、

防
火
教
育
の
定
着
を
図
り
、
消
防
団
へ

の
理
解
を
促
進
し
、
地
域
の
防
災
力
の

向
上
に
努
め
て
い
く
。

大西耕司
（至誠三好）

Q  

男
女
共
同
参
画
と
今
後
の
多
様
性

社
会
へ
の
対
応
は

A  

女
性
の
活
躍
は
地
方
に
は
不
可
欠
、

市
民
の
声
を
反
映
し
て
い
く

Q 

三
好
市
の
男
女
共
同
参
画
と
今
後

の
多
様
性
あ
る
三
好
市
を
ど
う
つ
く
る

か
市
長
に
問
う
。

A 

す
べ
て
の
方
が
能
力
を
発
揮
し
、

活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
、

女
性
の
活
躍
は
地
方
が
生
き
残
っ
て
い

く
た
め
に
は
必
然
で
あ
る
。
多
様
性
が

尊
重
さ
れ
る
三
好
市
を
め
ざ
し
て
い
く

た
め
に
も
、
次
年
度
の
第
４
次
三
好
市

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
策
定
で
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
市
民
の
意
見
を
聞
き

計
画
に
反
映
さ
せ
て
い
く
。

Q 

ゴ
ミ
袋
欠
品
等
の
問
題
は
危
機
管

理
意
識
・
情
報
共
有
の
不
足
か
ら
発
生

し
た
と
言
え
る
の
で
は
。
今
後
の
対
応

に
つ
い
て
問
う
。

A 

み
よ
し
広
域
連
合
か
ら
の
連
絡
で

は
、
納
品
の
遅
れ
が
生
じ
て
き
た
の
は

８
月
以
降
で
、
常
に
委
託
先
と
の
調
整

を
し
て
き
た
。
し
か
し
、
納
品
の
遅
れ
、

在
庫
数
の
逼
迫
は
改
善
さ
れ
ず
、
11
月

24
日
、
報
告
を
受
け
、
速
や
か
に
臨
時

措
置
を
設
け
た
。
現
状
の
把
握
を
行
い

な
が
ら
今
後
も
対
応
し
た
い
。

Q 

新
庁
舎
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
つ
い

て
、
障
害
者
の
意
見
を
聴
く
場
を
持
つ
、

ま
た
は
内
覧
会
へ
の
参
加
な
ど
計
画
は

あ
る
か
伺
う
。

A 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
導
入

を
始
め
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く

チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
の
設

計
で
は
庁
舎
北
側
の
障
害
者
用
駐
車
ス

ペ
ー
ス
付
近
に
、
補
助
呼
び
出
し
機
能

付
き
サ
イ
ン
の
設
置
、
段
差
の
な
い
床

面
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の

設
置
、
多
機
能
ト
イ
レ
の
各
階
設
置
等

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
庁
舎
完

成
後
の
内
覧
会
に
つ
い
て
は
今
後
検
討

を
進
め
る
。

高橋玉美
（青空の会）

2014 年の雪害では倒木による道路の遮断が多く発生した。
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Q  
今
後
、
不
妊
治
療
に
対
し
て
市
独

自
で
の
助
成
の
可
能
性
は

A  
総
合
的
な
観
点
で
の
支
援
を
考
え

る

Q 

現
在
、
三
好
市
在
住
の
方
が
申
請

す
る
こ
と
の
で
き
る
不
妊
治
療
助
成
の

種
類
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
伺
う
。

A 

不
妊
治
療
の
前
段
階
の
各
種
検
査

及
び
原
因
と
な
る
疾
患
が
あ
る
場
合
の

手
術
、
薬
物
治
療
に
つ
い
て
は
従
前
よ

り
保
険
適
用
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

保
険
適
用
対
象
外
で
あ
っ
た
原
因
不
明

の
場
合
に
対
す
る
治
療
に
対
し
て
は
、

国
が
平
成
16
年
よ
り
一
夫
婦
一
年
度
当

た
り
上
限
10
万
円
を
通
算
２
年
で
助
成

し
て
い
る
。
な
お
、
令
和
４
年
４
月
１

日
よ
り
特
定
不
妊
治
療
等
が
保
険
適
用

対
象
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、県
は
「
徳

島
県
こ
う
の
と
り
応
援
事
業
」
と
し
て

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
治
療
を
開

始
し
た
場
合
に
限
り
助
成
を
行
っ
て
い

る
。

　

三
好
市
は
平
成
20
年
４
月
よ
り
三
好

市
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
を
実
施
し
、

治
療
費
の
う
ち
、
県
の
助
成
を
控
除
し

た
額
に
つ
き
50
万
円
を
上
限
に
助
成
し

て
き
た
。
た
だ
し
、
不
妊
治
療
の
保
険

適
用
実
施
を
受
け
、
今
年
度
を
も
っ
て

同
事
業
は
終
了
す
る
。

Q 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
同
事
業

の
広
報
は
見
当
た
ら
な
い
が
ど
う
周
知

し
て
い
る
の
か
。

A 

窓
口
に
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
準
備

し
て
案
内
し
て
い
る
。

Q 

今
年
度
の
市
の
事
業
実
績
は
。

A 

２
件
で
あ
る
。

Q 

少
子
化
が
進
む
三
好
市
に
お
い
て
、

今
後
市
独
自
の
助
成
を
す
る
可
能
性

は
。

A 

妊
娠
出
産
は
夫
婦
の
問
題
で
あ
り
、

少
子
化
対
策
と
し
て
助
成
す
る
も
の

で
は
な
く
、
望
ま
な
い
妊
娠
に
よ
る
中

絶
や
児
童
虐
待
等
も
多
い
中
、
総
合
的

な
観
点
で
支
援
す
る
べ
き
と
考
え
て
い

る
。

田埜泰弘
（無所属）

一 般 質 問

Q 

投
票
所
が
建
物
の
２
階
で
あ
っ
た

り
、
距
離
が
遠
い
な
ど
、
足
の
不
自
由

な
方
や
高
齢
者
は
大
変
不
便
を
感
じ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
不
便
を
解
消
す
れ
ば

い
く
ら
か
で
も
投
票
率
が
上
が
る
の
で

は
な
い
か
。

A 

選
挙
の
投
票
率
が
低
下
傾
向
に
あ

り
、
投
票
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
で
、
投
票
率
向
上
を
図
る
こ
と
は

重
要
な
課
題
と
認
識
し
て
い
る
。
投
票

所
が
２
階
以
上
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
ス

ロ
ー
プ
が
な
い
投
票
所
は
市
内
75
投
票

所
の
う
ち
、
池
田
町
出
合
地
区
と
松
尾

地
区
の
２
ヶ
所
あ
る
。
ま
た
、
投
票
所

ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
移
動
手
段
が
な

く
投
票
を
諦
め
る
方
が
増
え
て
い
る
こ

と
も
投
票
率
低
下
の
一
因
と
考
え
ら
れ

る
。

　

西
祖
谷
山
村
小
祖
谷
地
区
で
は
、
車

両
に
よ
る
期
日
前
投
票
を
開
設
し
て
お

り
こ
の
方
策
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
投
票
率
に
影
響
を
与

え
る
要
因
は
様
々
な
事
情
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
今
後
投
票
所
を
調
査
し

地
元
自
治
会
と
も
相
談
し
な
が
ら
投
票

率
向
上
に
つ
な
が
る
方
策
を
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

三木和弘
（やまびこ会）

Q  

投
票
所
の
不
便
を
解
消
し
、
投
票

率
の
向
上
を

A  

自
治
会
と
も
協
議
し
、
有
効
な
方

策
を
検
討
し
て
い
く

子どもは地域の宝。

階段を通じてしか投票所に行けない出合・松尾地区。
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Q  

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
机
上

の
空
論
の
お
そ
れ

A  
「
つ
な
が
ろ
う
三
好
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
事
業
を
推
進

Q 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
現
状
・

課
題
は
。

A 

医
療
・
介
護
・
介
護
予
防
等
、
各
々

の
分
野
で
、
関
係
機
関
・
団
体
と
連
携

し
、「
つ
な
が
ろ
う
三
好
」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
に
、
自
分
の
つ
な
が
り
の
見
え
る

化
で
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
し
て

い
く
為
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

Q 

２
０
２
５
年
、
全
国
で
約
43
万

人
が
介
護
難
民
に
。
主
に
介
護
人

材
不
足
に
よ
る
も
の
。
ま
た
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
は
原
則
1
割
の
応
益

負
担
な
の
で
、
低
所
得
の
人
は
自

ら
利
用
抑
制
。
実
質
上
の
介
護
難

民
だ
。

A 

山
間
地
等
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
供

給
の
課
題
は
多
く
、
介
護
支
援
専

門
員
の
マ
ン
パ
ワ
ー
も
不
足
。
低

所
得
者
の
方
で
、
利
用
控
え
す
る

実
態
も
有
り
。

Q 

総
合
事
業
の
所
要
額
の
現
状
及

び
上
限
を
超
え
た
場
合
の
扱
い
は
。

A 

上
限
額
、
実
績
額
と
も
減
少
傾

向
で
推
移
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
制
限

の
な
い
よ
う
事
業
を
進
め
る
。

Q 

住
民
主
体
の
サ
ー
ビ
ス
Ｂ
の

事
業
の
推
進
は
。

A 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
展
開
、
市
は
補

助
金
交
付
で
支
援
。
生
活
支
援
体
制
整

備
事
業
の
中
で
事
業
推
進
。

Q 

以
前
に
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
で
市
独
自
対
応
を
要
請
し
た
が
、

な
ぜ
実
施
し
な
か
っ
た
の
か
。

A 

対
象
者
拡
充
等
は
不
公
平
感
を
招

く
お
そ
れ
も
あ
り
、
国
の
要
綱
通
り
実

施
。

天羽　強
（青空の会）

一 般 質 問

　

３
つ
の
各
常
任
委
員
会
で
は
付
託

さ
れ
た
各
所
掌
の
議
案
に
つ
い
て
審

査
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
質
疑
に
つ
い

て
、
委
員
長
報
告
よ
り
抜
粋
し
ま
す
。

議
案
第
73
号

２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
三
好
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）

Q  

教
育
費
の
小
中
学
校
Ｃ
Ｏ
２
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
導
入
事
業
に
つ
い

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
対
策
と
思

わ
れ
る
が
、
運
用
面
も
含
め
説
明
を
求

め
る
。

A  
換
気
な
ど
の
基
本
的
な
対
策
を
徹

底
し
て
い
く
た
め
に
導
入
す
る
も
の

で
、
普
通
教
室
と
職
員
室
あ
わ
せ
て

１
５
０
室
へ
の
設
置
を
予
定
し
て
お

り
、
職
員
室
に
は
各
教
室
の
情
報
を
一

元
管
理
で
き
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
設
置
す

る
。
各
教
室
に
設
置
さ
れ
る
機
器
は
、

二
酸
化
炭
素
濃
度
の
ほ
か
、
温
度
・
湿

文
教
厚
生
常
任
委
員
会委員長　三木　和弘

度
と
い
っ
た
空
気
情
報
も
取
得
で
き
、

各
教
室
の
空
気
環
境
を
可
視
化
す
る
こ

と
で
、
換
気
・
熱
中
症
対
策
な
ど
児
童

生
徒
の
健
康
管
理
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
。

Q  

当
事
業
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の

対
象
事
業
か
。
充
当
率
は
。

A  

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
充
当
予

定
で
、
充
当
率
は
10
分
の
10
を
見
込
ん

で
い
る
。

Q  

電
子
図
書
館
シ
ス
テ
ム
導
入
事
業

の
説
明
を
求
め
る
。

A  

三
好
市
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
の
ほ

か
電
子
図
書
館
用
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー

ド
を
取
得
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
三

好
市
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
か
ら
電

子
図
書
館
専
用
サ
イ
ト
へ
の
ロ
グ
イ

ン
、
ま
た
電
子
図
書
の
貸
し
出
し
が
可

能
と
な
る
も
の
で
、
来
年
４
月
１
日
か

ら
の
運
用
を
予
定
し
て
い
る
。
貸
出
図

書
と
し
て
は
、
著
作
権
者
か
ら
承
諾
を

得
た
電
子
図
書
の
ほ
か
、
著
作
権
が
既

に
消
滅
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
い
き
た
い
。
有
料
ラ
イ
セ
ン
ス

の
関
係
上
、
１
つ
の
書
籍
を
同
時
に
複

数
人
が
借
り
る
こ
と
は
で
き
ず
、
１
つ

の
書
籍
を
借
り
ら
れ
る
の
は
１
人
で
貸

出
期
間
は
２
週
間
と
な
る
が
、
予
約
が

続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
ラ
イ
セ
ン
ス
を
増

や
す
こ
と
も
判
断
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
三
好
市
は
広
い
面
積
を
有

し
て
い
る
が
、
今
回
電
子
図
書
館
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
事
に
よ
っ
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
れ
ば
、
ど
の
地

域
に
お
い
て
も
公
平
に
図
書
が
読
め
る

環
境
、
機
会
を
提
供
で
き
る
も
の
と
し

て
提
案
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告
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常 任 委 員 会 報 告

議
案
第
73
号

２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
三
好
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）

Q  

指
定
管
理
し
て
い
る
施
設
の
備
品

購
入
等
に
つ
い
て
、
市
と
相
手
先
の
負

担
割
合
等
の
取
り
決
め
は
あ
る
の
か
。

A  

修
繕
30
万
円
以
下
の
場
合
は
指
定

管
理
者
、
30
万
円
以
上
の
場
合
は
市
が

経
費
を
負
担
す
る
取
り
決
め
と
し
て
い

る
。
な
お
、
指
定
管
理
の
有
無
に
限
ら

ず
市
の
施
設
及
び
設
備
の
老
朽
化
が
進

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
年
度
ご
と
に
更

新
計
画
を
立
て
て
順
次
対
応
し
て
い
く

予
定
で
あ
る
。

陳
情
第
４
号 

市
民
の
駐
車
場
廃
止
・
倉
庫
解
体
の
中

止
を
求
め
る
陳
情
書

Q  

陳
情
で
は
該
当
す
る
場
所
を
「
市

民
が
自
由
に
使
っ
て
い
た
駐
車
場
」
と

あ
る
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る

か
。
ま
た
、
資
料
で
示
さ
れ
て
い
る
場

所
に
あ
る
倉
庫
に
つ
い
て
、
陳
情
で
は

産
業
建
設
常
任
委
員
会委員長　中　耕司

「
市
が
購
入
し
、
谷
町
婦
人
会
に
与
え

ら
れ
た
も
の
だ
」
と
あ
る
が
、
事
実
経

過
は
指
摘
の
と
お
り
か
。

A  

ま
ず
、
今
回
の
事
業
の
概
略
は
、

都
市
再
生
整
備
計
画
に
沿
っ
て
令
和
２

年
度
よ
り
老
朽
化
し
た
道
路
側
溝
や
舗

装
整
備
を
進
め
て
い
る
も
の
で
、
今

後
、
市
道
の
道
路
整
備
と
併
せ
て
、
通

学
す
る
児
童
の
安
全
確
保
の
た
め
、
指

摘
さ
れ
て
い
る
駐
車
帯
を
廃
止
し
、
歩

道
の
新
設
を
計
画
し
て
い
る
。
市
が
管

理
し
て
い
る
道
路
敷
に
あ
る
こ
の
駐
車

帯
は
本
来
、
駐
車
場
で
は
な
く
、
駐
車

可
能
時
間
帯
を
設
け
て
周
辺
事
業
所
や

市
民
に
便
宜
的
に
利
用
い
た
だ
い
て
い

る
も
の
で
、
い
つ
で
も
自
由
に
利
用
が

で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で

あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
道
路
敷
に
あ
る

倉
庫
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
当
時
に

地
元
婦
人
会
に
対
し
池
田
町
か
ら
使
用

貸
借
し
て
い
た
も
の
で
、
現
在
は
自
治

会
に
管
理
が
移
行
し
て
お
り
、
撤
去
に

つ
い
て
了
承
を
得
て
い
る
た
め
、
倉
庫

の
管
理
権
限
は
市
に
あ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

　

１
件
の
討
論
の
後
、
起
立
採
決
に
よ

り
、
起
立
少
数
で
不
採
択
と
す
る
も
の

と
決
し
た
。

起
立
採
決

不
採
択

賛
成
0　

反
対
5

18

大
浦　

忠
司

反 

対

17

木
下　

善
之

反 

対

13

中　
　

耕
司

−

8

大
柿　

兼
司

反 

対

3

金
村　

照
一

反 

対

2

田
埜　

泰
弘

反 

対

●
審
査
結
果
（
12
月
15
日
）

１３番、委員長は採決に加わってい
ません。

総
務
企
画
常
任
委
員
会委員長　田村　俊哉

議
案
第
68
号

三
好
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
に
つ
い
て

Q  

職
員
の
定
年
が
65
歳
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
職
員
の
士
気
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る

か
。

A  

士
気
に
つ
い
て
は
、
歓
迎
す
る
職

員
と
そ
う
で
な
い
職
員
も
あ
る
と
思
う

が
、
民
間
等
に
お
け
る
高
齢
期
の
定
年

延
長
は
先
行
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状

況
も
鑑
み
て
、
公
務
員
に
お
い
て
も
当

然
推
進
し
て
い
く
と
考
え
る
。

Q  

管
理
監
督
職
に
あ
っ
た
職
員
と
非

管
理
監
督
職
で
あ
っ
た
職
員
に
違
い
は

あ
る
か
。

A  
定
年
前
再
任
用
制
度
と
暫
定
再
任

用
制
度
に
つ
い
て
は
、
双
方
と
も
条
件

は
変
わ
ら
な
い
。
管
理
監
督
職
の
職
員

は
、
60
歳
を
迎
え
て
最
初
の
３
月
31
日

を
超
え
る
と
管
理
監
督
職
を
退
任
す
る
。

給
料
に
つ
い
て
、
管
理
監
督
職
に
あ
っ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
理
監
督
職
に

あ
っ
た
当
時
の
給
料
の
７
割
を
保
証
す

る
。
非
管
理
監
督
職
で
あ
っ
た
職
員
に

つ
い
て
は
、
４
月
１
日
か
ら
は
、
前
日

３
月
31
日
の
給
料
の
７
割
支
給
と
な
る
。

議
案
第
73
号

２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
三
好
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）

Q  

県
知
事
県
議
会
議
員
選
挙
費
の
修

繕
料
40
万
円
の
積
算
根
拠
の
説
明
を
求

め
る
。

A  

開
票
作
業
時
に
投
票
用
紙
を
候
補

者
別
に
分
別
す
る
機
器
２
台
の
修
繕
料

で
あ
る
。
購
入
後
11
年
が
経
過
し
て
お

り
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
は
10
年
を
目
安
に

オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
を
行
う
こ
と
が
推
奨

さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
備
品
の
管
理
に

つ
い
て
、
十
分
気
を
付
け
て
必
要
な
点

検
等
を
行
う
。

陳
情
第
５
号 

家
族
従
業
者
の
働
き
分
を
認
め
な
い
所

得
税
法
第
56
条
の
廃
止
を
求
め
る
陳
情

　

異
義
な
く
採
択
と
す
る
も
の
と
決
し

た
。
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１ ２ 月 定 例 会 議

陳
情
第
４
号 

市
民
の
駐
車
場
廃
止
・
倉
庫
解
体
の
中

止
を
求
め
る
陳
情
書

　

起
立
採
決
に
よ
り
不
採
択
と
す
る
も

の
と
決
し
た
。

陳
情
第
５
号 

家
族
従
業
者
の
働
き
分
を
認
め
な
い
所

得
税
法
第
56
条
の
廃
止
を
求
め
る
陳
情

　

賛
成
討
論
１
人
の
後
、
全
会
一
致
で

採
択
と
す
る
も
の
と
決
し
た
。

発
議
第
４
号 

所
得
税
法
第
56
条
の
廃
止
を
求
め
る
意

見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

陳
情
第
５
号
の
採
択
に
よ
り
、
意
見

書
の
提
出
に
つ
い
て
発
議
を
行
っ
た
。

内
容
は
次
の
と
お
り
。

賛
成
少
数

不
採
択

賛
成
0　

反
対
19

20

伊
丹 

征
治

反 

対

19

三
木 

和
弘

反 

対

18

大
浦 

忠
司

反 

対

17

木
下 

善
之

反 

対

16

平
田 

政
廣

反 

対

15

天
羽　

 

強

反 

対

14

並
岡 

和
久

反 

対

13

中　

 

耕
司

反 

対

12

古
井 

孝
司

反 

対

11

美
浪 

盛
晴

反 

対

10

西
内 

浩
真

−

9

竹
内 

義
了

反 

対

8

大
柿 

兼
司

反 

対

7

高
橋 

玉
美

反 

対

6

田
村 

俊
哉

反 

対

5

村
中 

将
治

反 

対

4

徳
川 

一
広

反 

対

3

金
村 

照
一

反 

対

2

田
埜 

泰
弘

反 

対

1

大
西 

耕
司

反 

対

●
審
査
結
果
（
12
月
21
日
）

所得税法第５６条の廃止を求める意見書
 
 
　中小事業者は、地域経済活動の担い手として、日本経済の発展に貢献して
きた。不況が長引く中で中小零細事業者は、倒産、廃業などかつてない危機
に直面している。
　そうした中で、事業を支える女性は、中小零細事業者の家族従業者として、
営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いている。
　しかし、所得税法第５６条の規定により、「事業主の配偶者とその親族が事
業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」こととされてい
る。家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者８６万円、配偶者以
外の家族５０万円が控除されるのみで、これは最低賃金にも達しない額であ
る。このことにより、配偶者、子ども等の家族従業者は社会的にも経済的に
も自立できない状況となっている。家業を手伝いたくても手伝えないことが後
継者不足に拍車をかけている。
　ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、家族従業者の働き分
を必要経費と認めている。２０１５年末に閣議決定された第４次男女共同参画
基本計画は、「女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価される
よう、税制等の各種制度の在り方を検討する」と明記している。また、国連
女性差別撤廃委員会は２０１６年３月「所得税法第５６条が家族従業女性の経
済的自立を妨げていること」を懸念し、「所得税法の見直し」を日本政府に勧
告した。
　家族従業者は、事業の重要な担い手である。よって、家族従業者の人権を
保障し、労働が適正に評価されるよう、所得税法第５６条の廃止を求める。
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
 
令和４年１２月２１日
 
　　　徳島県三好市議会 議長　西　内　浩　真
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　【意見書提出先】
　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣

１０番、議長は採決に加わっておりません。



◦ 13◦ 13

陳情請願等（１２月定例会議）

受理日
（方法）

種類
番号 内容 請願・陳情者 紹介

議員
付　託
委員会

配布
のみ

委員会
結　果

本会議
結　果

9月8日
（直接手渡し

によるもの）

陳情
4

市民の駐車場廃止・倉庫解体の
中止を求める陳情書
　池田町マチにある池田町時代か
ら町民が使用していた駐車場の廃
止及び団体が利用している倉庫の
解体について、工事計画の中止と
現状維持を求めるもの。

（池田町マチ）
山下　和明

－
産業
建設

－ 不採択 不採択

11月11日
（直接手渡し

によるもの）

陳情
5

家族従業者の働き分を認めない
所得税法第５６条の廃止を求め
る陳情書
　日本の税制が家族従業者の働き
分を必要経費としておらず、結果
的に社会保障や行政手続き面で不
利益を生んでいる。国連女性差
別撤廃委員会からも２０１６年に
税制見直しを日本政府に求めてお
り、「所得税法第５６条の廃止」
を意見書提出により国に求めるも
の。

（徳島市佐古四番町）
徳島県商工団体連合会

婦人部協議会
会長　吉原　万里子

－
総務
企画

－ 採択 採択

　今期に提出された陳情・請願等の結果は、次のとおりです。

　

三
好
市
議
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
陳
情
に
お
い
て
は
、
市
議
会
へ
の
持
参
に
よ

る
直
接
提
出
と
郵
送
に
よ
る
提
出
の
違
い
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
議
会
運
営
委
員

会
に
諮
っ
た
上
で
、
そ
の
後
の
取
扱
い
を
次
の
通
り
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

請
願
に
お
い
て
は
紹
介
議
員
に
一
定
の
制
限
を
設
け
て
き
ま
し
た
。

●
陳
情
（
直
接
提
出
）

　

委
員
会
へ
の
付
託
・
審
査
、
本
会
議
で
の
審
議
を
行
う
。

●
陳
情
（
郵
送
提
出
）

　

議
員
へ
の
資
料
配
布
の
み
。

●
請
願

　

委
員
会
へ
の
付
託
・
審
査
、
本
会
議
で
の
審
議
を
行
う
。

※　

正
副
議
長
は
紹
介
議
員
に
な
ら
な
い
。

※　

全
て
の
議
員
は
、
自
己
の
所
属
す
る
常
任
委
員
会
に
属
す
る
請
願

　

の
紹
介
議
員
に
は
な
ら
な
い
。

　

令
和
５
年
２
月
定
例
会
よ
り
、
次
の
通
り
変
更
さ
れ
ま
す
。

●
陳
情

　

提
出
方
法
（
直
接
・
郵
送
）
に
関
わ
ら
ず
、
原
則
議
員
へ
の
資
料
配
布
の
み

と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
全
て
を
受
理
す
る
。

●
請
願

　

こ
れ
ま
で
通
り
委
員
会
へ
の
付
託
・
審
査
、
本
会
議
で
の
審
議
を
行
う
。

 

※　

常
任
委
員
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
所
属
す
る
常
任
委
員
会
に
属
す

　

る
請
願
の
紹
介
議
員
に
な
れ
る
よ
う
に
す
る
。

※　

正
副
議
長
は
こ
れ
ま
で
通
り
、
請
願
の
紹
介
議
員
に
は
な
ら
な
い
。

※　

正
副
常
任
委
員
長
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
原
則
と
し
て
自
己
の
所

　

属
す
る
常
任
委
員
会
に
属
す
る
請
願
の
紹
介
議
員
に
は
な
ら
な
い
。

★
今
回
の
変
更
に
よ
り
、
紹
介
議
員
を
介
し
た
請
願
で
の
提
出
が
容
易
に
な
り
、

か
つ
陳
情
内
容
は
全
議
員
に
周
知
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
後
の
請
願
で
の
提
出
に

つ
な
げ
易
く
な
り
ま
す
。

請願・陳情の取り扱いについて、数回にわたり議論を重ね、令和４年１２月２１日の議会運営委員会に
て取り扱いを変更しましたので報告いたします。
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常任委員会等行政視察報告

●基調講演『「にぎやかな過疎」に向けて』
　全国市町村の過疎地域は半分を超えたが、改
善すべきというものではなく、むしろ価値ある空
間と捉え、人口低密度でも、豊かな地域資源を
活かし、人々 が住み続けることができる仕組みづ
くりが必要。テーマである「にぎやかな過疎」は、
移住者が地域で仕事をつくる。さらに民間企業
も地域貢献する。こうした様々な主体が交錯し
地域は賑やかになる。人が人を呼ぶ、しごとがし
ごとを創る。多様な人材が入り乱れるような場づ
くりを積極的に推進していくことが重要である。

●パネルディスカッション『地域の食・文化・人
を育む「農山漁村」を守る～経済を回して維持・発展
する仕組みづくり～』
　４人のパネリストそれぞれの復興のプロセス及
びプロジェクト、持続可能な地域づくりの取り組
みについて紹介。それぞれ違った運営・形態であ
り、総合的に出会い・つながり・学びあう対話の
場づくりを通して新たな多様なアクションを育む
人材育成が必要である。持続的な地域づくりに
繋がる主体的な活動の場づくりの提供が大事であ
り、人口が減少しても地域に賑わいがあり、地域
は活性化するのだと感じた。

●分科会「過疎地域自立活性化優良事例発表会」
　北海道積丹町は、これまで廃棄物として扱わ
れてきたウニ殻から新たな価値を創出するなど、
地域が一体となって循環型社会の実現に向けて
取り組んでいた。　
　長野県根羽村は、村の移住者や外部人材の生
活拠点となる「トライアルハウス」を設けた取組
等の多面的で先進的な活動が、関係人口の増加・
移住施策の推進ともつながり、成果を上げてい
るとの報告を受けた。

　市長は、船井電機跡地に広く多世代の市民ら
が利用する図書館や公民館、多目的ホールを中
心とする広域利便性施設の配置の意向を示され
た。このような状況の下、図書館やホール、学習
室や会議室など複合施設全体で文化交流の場を
創出されている「おおぶ文化交流の杜」を視察し
た。
　まず、図書館では、全書物のＩＣタグ管理によ
り、ホームページでの事前予約が可能。貸し出
しは館内で利用者自身による簡単な操作で完了、
返却は自動返却ポストに入れるのみという仕組み
であった。
　また、館内は棚の高さを低くすることで一面が
見渡せるオープンな雰囲気をつくりだすとともに、
森のさざめきや川のせせらぎの音を流すなどリ
ラックスして滞在できる工夫がなされていた。
　次に、ホールは３１５席、７００㎡規模での整備。
使い勝手の良い印象を受けた。ホール利用率は
約８０％。ホールとしての利用だけでなく、舞台
のみを貸し出し、ダンスの練習に使うなど利用率
向上の工夫がなされていた。

　図書館は、気軽に本を借りられ、滞在しやす
い環境整備により利用者増加に繋げており、参
考になった。また、本市での施設整備にあたり、
使い勝手が良く、利用率の高いものとしていく必
要性を感じた。視察当日は平日にも関わらず、様々
な世代の人であふれており、当施設が地域に根付
いた文化交流の場、集いの場となっている印象
を受けた。本市においても同様に様々な世代が
常に集い、交流も出来てにぎわいのある場となる
ようなものが望まれると感じた。

総務企画

文教厚生

令和４年１０月２０日～２１日
「全国過疎問題シンポジウム２０２２in くまもと」　熊本県熊本市

令和５年１月１２日～１３日
 「おおぶ文化交流の杜図書館と他機能連携について」　愛知県大府市

※写真撮影時のみマスクを外しています。
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常任委員会等行政視察報告

「中小企業等設備投資促進事業について」
　箱根町の産業構造は第３次産業である観光業・
サービス業が９０％近くを占めており、観光業を
中心とした町内事業所も、この間の新型コロナ
の影響を受け、観光客数の大幅な減少など影響
を受けた。それらの事業所の体力回復をめざし、
事業所のリニューアルやバリアフリー化等の設備
投資を促すことを目的に、同事業を令和４年度
から開始した。内容は町内の中小企業等が設備
投資を行った際に、補助を行うもので、補助率
は取得額の２％、上限額を３０万円としている。
 

「森林環境譲与税の活用状況について」
森 林 環 境 税 については、 約２００万 円 から
４００万円程度であり、多くの事業を実施するこ
とができない状況にある。ハイキングコースの整
備と合わせての森林管理・整備が大きな活用先
となっており、丸太階段の整備やナラ枯れ対策
を主に実施してきた。今後も森林整備は継続し
ていかなければならないため、譲与税が交付さ
れなくなった場合にどう財源を措置していくのか
が課題であるとのこと。

　箱根町は不交付団体ではあるものの、観光産
業の浮き沈みで町の財政に大きな影響を受け、
新型コロナでの観光業の落ち込みや固定資産の
評価額の低下による財政の厳しさを知ることと

なった。また、観光資源でもある森林の維持管
理は継続的に必要であり、今後の動向によって
町の財政負担がより多くなる。本市でも譲与税
の活用はその多くを基金として積み立てている
状況のため、今後も様々な団体の活用状況に学
びながら、より良い活用をめざしていくことが必
要である。また、中小企業等への支援について
も、箱根町と同様に本市も観光を中心とした行
政サービスを行っていることから、中小企業等が
万全の態勢で、ウィズコロナ禍の観光客を迎える
ことが出来るよう、企業体力の回復も含め市とし
てもその基盤強化に努めていく必要性を感じた。

産業建設
令和５年１月１８日～１９日

「中小企業等設備投資促進事業について」　神奈川県箱根町
「森林環境譲与税の活用状況について」

月　日 団　体　名 人数 視　　　察　　　項　　　目

９月 ２７日（火）　福島県喜多方市（総務常任委員会） 8 　廃校に見出す地域活性化策について

１０月 ５日（水）　福島県田村市（至誠会、無会派） 5 　地域おこし協力隊について

１０月 １１日（火）　山形県鶴岡市（厚生常任委員会） 8 　ひきこもり支援事業について

１０月 １８日（火）　千葉県館山市（建設経済委員会） 6 　廃校の活用について

１１月 １０日（木）　三重県南伊勢町（総務建設常任委員会） 10 　公共浄化槽長寿命計画について

１１月 １７日（木）　埼玉県議会（会派） 3 　廃校活用の取り組みについて

１１月 ２１日（月）　秋田県大仙市（総務企画常任委員会） 11 　廃校活用の取り組みについて

１月 １９日（木）　宮城県石巻市（会派） 3 　廃校活用の取り組みについて

行政視察受入れ状況
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編
集
後
記

三
好
市
議
会
広
報
編
集
委
員
会

　

今
年
は
例
年
に
比
べ
雪
が
多
く
、
市
民
の

皆
様
も
仕
事
や
生
活
に
少
な
か
ら
ず
影
響
が

出
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
く
れ

ぐ
れ
も
、
事
故
や
体
調
管
理
に
お
気
を
付
け

下
さ
い
。

　

さ
て
、
昨
年
の
臨
時
会
議
で
は
物
価
高
騰

の
支
援
対
策
の
１
つ
と
し
て
、
子
育
て
世
帯

へ
の
支
援
対
策
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま

だ
物
価
の
上
昇
に
は
歯
止
め
が
き
か
な
い
印

象
を
受
け
ま
す
が
、
少
し
で
も
支
援
に
つ
な

が
れ
ば
と
、
三
好
市
独
自
に
事
業
を
展
開
し

た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促

進
事
業
も
継
続
し
て
い
ま
す
。
保
険
証
機
能

な
ど
、
国
で
示
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
も

と
よ
り
、
カ
ー
ド
１
枚
で
市
民
が
様
々
な
サ

ー
ビ
ス
を
よ
り
便
利
に
利
用
で
き
る
よ
う
な

三
好
市
独
自
の
横
へ
の
事
業
展
開
も
模
索
し

て
い
け
た
ら
と
考
え
ま
す
。

　

私
も
今
期
の
広
報
編
集
委
員
と
し
て
、
約

１
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
少
し

で
も
分
か
り
や
す
く
読
み
や
す
い
議
会
だ
よ

り
を
発
行
し
て
い
け
る
よ
う
、
委
員
一
同
頑

張
っ
て
い
き
ま
す
。

大
西
耕
司

	

１１月　７日（月）　　第４回臨時会議
１１月２１日（月）　　議会運営委員会
１１月３０日（水）　　第５回臨時会議
１２月　１日（木）　　開会・議案説明
１２月　８日（木）　　代表質問・一般質問
１２月　９日（金）　　一般質問
１２月１２日（月）　　一般質問・議案質疑・委員会付託
　　　　　　　　　　議会運営委員会
１２月１４日（水）　　文教厚生常任委員会
１２月１５日（木）　　産業建設常任委員会
１２月１６日（金）　　総務企画常任委員会
１２月２１日（水）　　委員長報告、質疑、討論、採決、閉会

※日程はあくまで予定となります。２月16日の議会運営委員会で正式に決定されます。
 
　２月２７日（月）　　開会・議案説明
　３月　６日（月）　　代表質問・一般質問
　３月　７日（火）　　一般質問
　３月　８日（水）　　一般質問・議案質疑・委員会付託
　３月　９日（木）　　文教厚生常任委員会
　３月１０日（金）　　産業建設常任委員会
　３月１３日（月）　　総務企画常任委員会
　３月１４日（火）　　（予備日）
　３月１５日（水）　　（予備日）
　３月１６日（木）　　（予備日）
　３月１７日（金）　　委員長報告、質疑、討論、採決、閉会

議会のうごき（令和４年１１月～令和５年１月）

次回定例会の予定　【令和５年２月定例会】　

委
員
長　
　

金
村　

照
一

副
委
員
長　
　

高
橋　

玉
美

委　
　

員　
　

大
西　

耕
司

委　
　

員　
　

田
埜　

泰
弘

委　
　

員　
　

古
井　

孝
司

委　
　

員　
　

伊
丹　

征
治


